
教員の公募について（その１）

１ 学科名    看護学科 

２ 募集人員等 

３ 応募資格 

⑴ 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条に規定する欠格条項に該当しない者（※川崎市

職員（大学教育職）としての採用となります。） 

⑵ 教授については大学設置基準（昭和３１年１０月２２日文部省令第２８号）第１４条に該当する者。

准教授については同基準第１５条に該当する者、講師については同基準第１６条に該当する者 

⑶ 看護師の免許を有する者 

 ⑷ 川崎市では、令和４年４月開学に向けて、本学に代わる新たな４年制の看護大学設置の準備を進め

ております。本公募では、令和２年１０月に予定している４年制看護大学設置認可申請において教授

（基礎看護学領域）の職位での申請が可能な方を求めています。 

なお、教授の職位で申請可能な方がいない場合は、准教授又は講師の職位で申請可能な方の採用を

予定しておりますので、准教授又は講師の職位による応募も可能です。 

※ 次の「７ 注意事項」を必ず御確認ください。 

４ 提出書類 

⑴ 教員個人調書（別記様式第４号（その１））   １部 

⑵ 教育研究業績書（別記様式第４号（その２））  １部 

⑶ 看護師免許証写し               １部 

⑷ 推薦書（推薦者がある場合のみ）        １部 

５ 提出期間 

  公募開始日～令和元年１０月３１日の間、随時受け付けておりますが、あらかじめ事務局総務学生課

宛てにお問い合わせ願います。なお、適任者の採用が内定したときは、募集を終了します。 

６ 選考方法    

書類選考による第１次選考合格者に対して、面接による第２次選考を行います。 

なお、選考の結果については、各選考終了後、書面により本人宛に通知します。 

※ 第１次選考の合否通知は、応募書類の提出期限から１か月程度の期間を要する見込みです。 

※ 第２選考の面接の日時については、個別に調整いたします。 

７ 注意事項 

⑴ 経歴等の記載に際して、所定様式の欄で足りない場合は、適宜、行数、ページ数の追加等を行って

ください。 

⑵ 応募書類の提出を郵便等で行う場合は、封筒の表に「教員応募書類在中」と朱書きしてください。 

⑶ 応募書類は返却いたしません。 

８ 応募書類の提出先及び問い合わせ先 

〒212-0054 川崎市幸区小倉 4-30-1 

川崎市立看護短期大学事務局総務学生課 担当 佐藤又は海老塚 

電話 044-587-3500 ﾌｧｯｸｽ 044-587-3506 メール 40kangos@city.kawasaki.jp

専門分野（領域） 看護学（基礎看護学領域） 

任用職名 教授（又は准教授、講師） 

募集人員 １ 名 

採用予定年月日 令和元年７月１日以降



教員の公募について（その２）

１ 学科名    看護学科 

２ 募集人員等 

３ 応募資格 

⑴ 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条に規定する欠格条項に該当しない者（※川崎市

職員（大学教育職）としての採用となります。） 

⑵ 教授については大学設置基準（昭和３１年１０月２２日文部省令第２８号）第１４条に該当する者。

准教授については同基準第１５条に該当する者、講師については同基準第１６条に該当する者 

⑶ 看護師の免許を有する者 

 ⑷ 川崎市では、令和４年４月開学に向けて、本学に代わる新たな４年制の看護大学設置の準備を進め

ております。本公募では、令和２年１０月に予定している４年制看護大学設置認可申請において教授

（基礎看護学領域）の職位での申請が可能な方を求めています。 

なお、教授の職位で申請可能な方がいない場合は、准教授又は講師の職位で申請可能な方の採用を

予定しておりますので、准教授又は講師の職位による応募も可能です。 

※ 次の「７ 注意事項」を必ず御確認ください。 

４ 提出書類 

⑴ 教員個人調書（別記様式第４号（その１））   １部 

⑵ 教育研究業績書（別記様式第４号（その２））  １部 

⑶ 看護師免許証写し               １部 

⑷ 推薦書（推薦者がある場合のみ）        １部 

５ 提出期間 

  公募開始日～令和元年１０月３１日の間、随時受け付けておりますが、あらかじめ事務局総務学生課

宛てにお問い合わせ願います。なお、適任者の採用が内定したときは、募集を終了します。 

６ 選考方法    

書類選考による第１次選考合格者に対して、面接による第２次選考を行います。 

なお、選考の結果については、各選考終了後、書面により本人宛に通知します。 

※ 第１次選考の合否通知は、応募書類の提出期限から１か月程度の期間を要する見込みです。 

※ 第２選考の面接の日時については、個別に調整いたします。 

７ 注意事項 

⑴ 経歴等の記載に際して、所定様式の欄で足りない場合は、適宜、行数、ページ数の追加等を行って

ください。 

⑵ 応募書類の提出を郵便等で行う場合は、封筒の表に「教員応募書類在中」と朱書きしてください。 

⑶ 応募書類は返却いたしません。 

８ 応募書類の提出先及び問い合わせ先 

〒212-0054 川崎市幸区小倉 4-30-1 

川崎市立看護短期大学事務局総務学生課 担当 佐藤又は海老塚 

電話 044-587-3500 ﾌｧｯｸｽ 044-587-3506 メール 40kangos@city.kawasaki.jp

専門分野（領域） 看護学（成人看護学領域） 

任用職名 教授（又は准教授、講師） 

募集人員 １ 名 

採用予定年月日 令和元年７月１日以降



教員の公募について（その３）

１ 学科名    看護学科 

２ 募集人員等 

３ 応募資格 

⑴ 地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条に規定する欠格条項に該当しない者（※川崎市

職員（大学教育職）としての採用となります。） 

⑵ 教授については大学設置基準（昭和３１年１０月２２日文部省令第２８号）第１４条に該当する者。

准教授については同基準第１５条に該当する者、講師については同基準第１６条に該当する者 

⑶ 看護師の免許を有する者 

 ⑷ 川崎市では、令和４年４月開学に向けて、本学に代わる新たな４年制の看護大学設置の準備を進め

ております。本公募では、令和２年１０月に予定している４年制看護大学設置認可申請において教授

（基礎看護学領域）の職位での申請が可能な方を求めています。 

なお、教授の職位で申請可能な方がいない場合は、准教授又は講師の職位で申請可能な方の採用を

予定しておりますので、准教授又は講師の職位による応募も可能です。 

※ 次の「７ 注意事項」を必ず御確認ください。 

４ 提出書類 

⑴ 教員個人調書（別記様式第４号（その１））   １部 

⑵ 教育研究業績書（別記様式第４号（その２））  １部 

⑶ 看護師免許証写し               １部 

⑷ 推薦書（推薦者がある場合のみ）        １部 

５ 提出期間 

  公募開始日～令和元年１０月３１日の間、随時受け付けておりますが、あらかじめ事務局総務学生課

宛てにお問い合わせ願います。なお、適任者の採用が内定したときは、募集を終了します。 

６ 選考方法    

書類選考による第１次選考合格者に対して、面接による第２次選考を行います。 

なお、選考の結果については、各選考終了後、書面により本人宛に通知します。 

※ 第１次選考の合否通知は、応募書類の提出期限から１か月程度の期間を要する見込みです。 

※ 第２選考の面接の日時については、個別に調整いたします。 

７ 注意事項 

⑴ 経歴等の記載に際して、所定様式の欄で足りない場合は、適宜、行数、ページ数の追加等を行って

ください。 

⑵ 応募書類の提出を郵便等で行う場合は、封筒の表に「教員応募書類在中」と朱書きしてください。 

⑶ 応募書類は返却いたしません。 

８ 応募書類の提出先及び問い合わせ先 

〒212-0054 川崎市幸区小倉 4-30-1 

川崎市立看護短期大学事務局総務学生課 担当 佐藤又は海老塚 

電話 044-587-3500 ﾌｧｯｸｽ 044-587-3506 メール 40kangos@city.kawasaki.jp

専門分野（領域） 看護学（小児看護学領域） 

任用職名 教授（又は准教授、講師） 

募集人員 １ 名 

採用予定年月日 令和元年７月１日以降


